
寄付について 
伯耆町社会福祉協議会へ頂いたご寄付は、独居高齢者や高齢者世帯関係、福祉サービ

ス、ボランティア事業などに活用し、伯耆町の地域福祉を推進するために大切に使わせ

て頂いております。 

 

◎香典返し寄付金 … 葬儀の際いただいた香典に対し、香典返しに代える寄付金 

◎一般寄付金 … 地域福祉の推進や伯耆町社協（法人）への応援等を目的とした寄付金 

 

 

 

 

 

・皆様からの寄付金は広報誌「ふくしの宅配便」にてご報告いたします。 

・伯耆町社会福祉協議会の各窓口（本所・岸本支所・溝口支所）で受付けております。 

 

 

 

 

会葬礼状について 
会葬礼状は、伯耆町社会福祉協議会（本所・岸本支所・溝口支所）各窓口で受付け

ております。 

 

・会葬礼状価格表 ・会葬礼状申込書は、次ページ以降に添付しています。 

 

社会福祉法人などの特定公益増進法人に対する寄付には、税法上の優遇措置があります。 

 

・個人の場合は、所得税にかかる寄付金控除の対象となっています。 

・法人の場合は、一般寄付金とは別枠で損金算入することができることになっています。 



　　　会葬礼状　価格表 （消費税別）

ハガキ枚数 1～50枚まで51～100枚まで 101～150枚まで 151～200枚まで 201～250枚まで 251～300枚まで 301～350枚まで 351～400枚まで 401～450枚まで 451枚～

印刷代金 3,500円 4,500円 5,300円 6,000円 6,700円 7,500円 8,200円 9,000円 9,800円 10,600円

社協負担額 （社協負担） （社協負担） 3,600円 3,000円 2,700円 2,500円 2,400円 2,300円 2,200円 2,200円

喪主様負担額 0円 0円 1,700円 3,000円 4,000円 5,000円 5,800円 6,700円 7,600円 8,400円

※追加の場合　：　基本の印刷代金より、５００円引きとなります。（喪主様負担）

伯耆町社会福祉協議会



使 用 申 請 書           

申請するものを○

で囲んで下さい。 祭壇    礼状ハガキ    写真 

故 人 の 氏 名  年 齢  満    歳 

死 亡 日 時  令和   年   月   日        時   分 
 葬   儀 日 時   月  日  時 場  所   
告 別 式 日 時   月  日  時 場 所 

連 絡 先               ℡ 

喪 主 住 所  
喪 主 氏 名  

喪 主 と の 続 柄 死亡された方は、喪主の 
 父  母  祖父  祖母  その他（        ） 

祭 壇 使 用 申 請           

祭壇等番号 岸本支所 

 

３尺２号     ３尺３号 

 放送設備     Ａ    Ｂ    Ｃ 

使 用 の 場 所  ・自 宅   ・その他（           ） 

使 用 期 間         
    月   日から   月   日 

     (原則として５日目の午前中に返却) 

シルバー委託の有・無  ・組み立て (12,800円) ・片付け (11,800円) 

香典返し礼状申し込み             

ハガキのみ 別紙 会葬礼状価格表のとおり 

枚 数      枚（１００枚までは社協が負担します） 

利 用 者 代 金        円×1.10（消費税） 合計金額     円 

  令和   年   月   日 
受 領 日      
冨士印刷渡し日  

  申込者氏名   

 

社会福祉法人伯耆町社会福祉協議会長  様 

祭壇利用料受領日           令和  年  月  日（      円） 
香典返し 令和  年  月  日（      円） 

 


